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平
成
27
年
1
月
14
日
に
平
成
27
年
度
税
制
改
正

大
綱
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
3
月
31
日
に
税
制
改
正

法
案
が
国
会
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
は
、
景
気
浮
揚
策
の
一
環
と
し
て
、

高
齢
世
代
に
偏
在
す
る
金
融
資
産
の
若
年
（
消
費
）

世
代
へ
の
シ
フ
ト
、
平
成
29
年
4
月
の
消
費
税
改

正
へ
の
対
応
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ま
の
暮
ら
し
に
も
関
係
が
あ
る
税
制
改
正

も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
中
心
に

ご
説
明
し
ま
す
。

１
．
所
得
税
の
改
正

●
N
I
S
A
の
投
資
上
限
額
の
引
き
上
げ

N
I
S
A
の
1
年
間
の
投
資
上
限
額
は
現
在

1
0
0
万
円
で
す
が
、
平
成
28
年
1
月
か
ら

1
2
0
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
毎
月
10
万
円
ず
つ
積
み
立
て
た
い

と
い
う
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

N
I
S
A
元
年
の
平
成
26
年
6
月
末
利
用
状
況

は
60
歳
代
以
上
が
約
6
割
を
占
め
て
い
ま
す
が
、

今
後
は
利
便
性
が
向
上
さ
れ
、
若
年
層
の
資
産
形

成
に
な
お
一
層
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

●
ジ
ュ
ニ
ア
N
I
S
A
の
創
設

未
成
年
者
向
け
の
N
I
S
A
口
座
が
平
成
28
年

1
月
よ
り
開
設
可
能
に
な
り
ま
す
。（
上
場
株
式
等

の
受
け
入
れ
開
始
は
平
成
28
年
4
月
か
ら
）

運
用
管
理
は
親
権
者
等
の
代
理
ま
た
は
同
意
の

も
と
に
行
い
、
18
歳
に
な
る
ま
で
（
18
歳
に
な
る

年
度
の
12
月
末
ま
で
）
原
則
、
払
い
出
し
は
で
き

ま
せ
ん
。

贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
1
1
0
万
円
を
使
っ
た

若
年
世
代
へ
の
資
金
シ
フ
ト
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ュ
ニ
ア
N
I
S
A
の
概
要
は
表
1
の
と
お
り

で
す
。

●
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
適
用
期
限
の
延
長

消
費
税
率
が
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
時
期
が
、

平
成
29
年
4
月
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
住

宅
購
入
へ
与
え
る
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
等
の
適
用
期
限
が
平
成
29
年
12
月
末

か
ら
平
成
31
年
6
月
末
ま
で
1
年
6
ヶ
月
延
長
さ

れ
ま
し
た
。

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
等
の
概
要
は
表
2
の
と
お
り

で
す
。

２
．
住
民
税
の
改
正

●
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
改
正

出
身
地
や
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
、
被
災
地
へ
の

支
援
な
ど
の
た
め
、
ふ
る
さ
と
納
税
を
活
用
さ
れ

て
い
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
改
正
で
は
そ
の
利
便
性
が
向
上
す
る
と
と
も

に
、
控
除
限
度
額
が
増
額
さ
れ
ま
し
た
。

①
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度

寄
付
先
の
自
治
体
へ
の
控
除
申
請
だ
け
で
減
税

措
置
が
受
け
ら
れ
、
確
定
申
告
が
不
要
に
な
り
ま

す
。（
平
成
27
年
4
月
よ
り
）

た
だ
し
、
寄
付
先
が
5
団
体
を
超
え
る
場
合
に

は
確
定
申
告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

本
制
度
で
は
所
得
税
の
減
税
分
は
住
民
税
に
一

本
化
さ
れ
ま
す
。（
道
府
県
民
税
2
／
5
・
市
町

村
民
税
3
／
5
）

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
関
す
る

平
成
27
年
度
税
制
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

塚本 伸明
協会職員
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表1　ジュニアNISAの概要

対 象 0歳～ 19歳
運 用 管 理 親権者等の代理または同意のもとで行う。
年 間 投 資 上 限 額 80万円
非 課 税 期 間 最長5年間※1

非 課 税 投 資 総 額 最大400万円（80万円×5年）
口 座 開 設 期 間 平成28年1月1日～平成35年12月31日※2

非 課 税 対 象 上場株式、公募株式投信等

そ の 他 原則18歳になる年度の12月31日まで払い出しできない。（払い出しする場合には、過去の利益に
ついて課税される。）

※1　5年経過した場合は、後の年度に開設したジュニアNISA口座へ80万円を限度に移管可能
※2　平成36年1月1日以降も20歳になる年まで、継続管理勘定（非課税）で運用可能

継続管理勘定の開設期間は平成36年1月1日から5年間

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 … 20歳になる年

非
課
税
口
座

ジ
ュ
ニ
ア
N
I
S
A
口
座

5年後にジュニアNISA口座に80万円を限度に移管可能

平成36年1月1日以降は継続管理勘定へ80万円を限度に移管可能

継
続
管
理
勘
定

【住宅ローンを利用して住宅を購入する場合の所得税額の特別控除】
入居期間　平成26年4月～平成31年6月末

消費税率 控除対象借入限度額※2 控除期間 控除率 各年の控除限度額 10年間の最大控除額

8％または10％ 4,000万円
（5,000万円）※3 10年間 1.0％ 40万円（50万円）※3 400万円（500万円）※3

課税なし※1 2,000万円
（3,000万円）※3 10年間 1.0％ 20万円（30万円）※3 200万円（300万円）※3

※1　中古住宅の個人間売買等で消費税が課税されない場合
※2　当該住宅の敷地である土地の取得のための借入金も含む
※3　（　　）は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づく認定を受けた長期優良住宅の場合
※4　所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額については、当該年分の所得税の課税所得金額の7％かつ136,500円を限度に、翌年の住民

税（所得割）から控除することができます。この場合の市区町村への申告は不要です

【すまい給付金※1の適用期限延長】
入居期間　平成26年4月～平成31年6月末
消費税８％の場合 消費税10％の場合（予定）

収入の目安※2 給付額 収入の目安※2 給付額
425万円以下 30万円 450万円以下 50万円

425万円超　475万円以下 20万円 450万円超　525万円以下 40万円
475万円超　510万円以下 10万円 525万円超　600万円以下 30万円

600万円超　675万円以下 20万円
675万円超　775万円以下 10万円

※1　「すまい給付金」とは、住宅ローン減税の拡充措置を講じても減税効果が限定的な比較的所得の低い方に給付金を支給し、均衡を図るための制度
※2　実際の給付額は市区町村が発行する課税証明書の住民税（都道府県）所得割額に基づき決定

【その他住宅関連の控除等の適用期限延長】
入居期間　平成26年4月～平成31年6月末
・特定の増改築等に係わる住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除　（5年間・各年の控除限度額12.5万円）
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除　（控除限度額25万円）
・既存住宅に係わる特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除　（控除限度額　省エネ25万円　バリアフリー 20万円）
・認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除　（控除限度額65万円）
・東日本大震災の被災者等に係わる住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
　（10年間・各年の控除限度額60万円）

継続管理勘定はジュニアNISA口座終了後の受け皿と
して、平成36年1月1日から平成40年12月31日まで
開設可能。本人が20歳になる年まで非課税で運用す
ることができる。

表2　住宅ローン減税等の適用期限延長
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②
控
除
限
度
額
を
住
民
税
所
得
割
額
の
2
割
に

引
き
上
げ

ふ
る
さ
と
納
税
に
お
け
る
住
民
税
の
特
例
控
除

額
の
控
除
限
度
額
は
、
こ
れ
ま
で
住
民
税
所
得
割

額
の
1
割
で
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
2
割
に
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
の
し
く
み
は
表
3
の
と
お
り
で
す
。

３
．
贈
与
税
の
改
正

●
結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る

　

非
課
税
措
置
の
創
設

子
や
孫
へ
の
結
婚
資
金
・
子
育
て
資
金
の
一
括

贈
与
が
1
0
0
0
万
円
ま
で
非
課
税
に
な
る
措
置

が
新
設
さ
れ
ま
す
。

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
と
同
様
に
金
融
機
関
に

専
用
口
座
を
開
設
し
、
金
融
機
関
を
経
由
し
て
非

課
税
申
告
書
を
所
轄
税
務
署
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

資
金
を
引
き
出
す
場
合
に
は
、受
贈
者
は
結
婚
・

子
育
て
資
金
の
支
払
い
に
充
当
し
た
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
を
金
融
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
る
非
課
税
措
置
の

延
長
・
拡
充

教
育
資
金
の
一
括
贈
与
に
係
わ
る
非
課
税
制
度

の
適
用
期
限
が
平
成
27
年
12
月
末
か
ら
平
成
31
年

3
月
末
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
教
育
資
金

の
範
囲
に
通
学
定
期
券
代
・
留
学
渡
航
費
等
が
追

加
さ
れ
ま
し
た
。

事
務
手
続
き
上
の
改
正
と
し
て
は
、
各
回
1
万

円
以
下
で
年
間
合
計
支
払
額
が
24
万
円
に
達
す
る

ま
で
の
場
合
に
は
領
収
書
等
に
代
え
て
、
支
払
先
・

支
払
金
額
等
の
明
細
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
ま
す
。（
平
成
28
年
1
月
以
降
に
提
出
す
る

書
類
か
ら
）

結
婚
・
子
育
て
資
金
の
一
括
贈
与
、
教
育
資
金

の
一
括
贈
与
に
係
わ
る
非
課
税
制
度
の
概
要
は
、

表
4
の
と
お
り
で
す
。

●
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
に
係
る
非
課
税
措
置
の

延
長
・
拡
充

消
費
税
の
引
き
上
げ
に
伴
う
駆
け
込
み
需
要
と

そ
の
反
動
を
緩
和
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
子
や
孫

へ
の
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
の
非
課
税
限
度
額
が

拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
適
用
期
限
が
平
成
31
年

6
月
末
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

非
課
税
限
度
額
は
表
5
の
と
お
り
で
す
。

４
．
自
動
車
重
量
税
・
自
動
車
取
得
税
・

軽
自
動
車
税
の
見
直
し

●
自
動
車
重
量
税
・
自
動
車
取
得
税

エ
コ
カ
ー
減
税
の
適
用
期
間
を
延
長
（
自
動
車

重
量
税
は
平
成
29
年
4
月
末
ま
で
、
自
動
車
取
得

税
は
平
成
29
年
3
月
末
ま
で
）
す
る
と
と
も
に
、

グ
リ
ー
ン
化
等
を
進
め
る
観
点
か
ら
、
新
車
の
燃

費
性
能
に
関
す
る
要
件
を
平
成
27
年
度
燃
費
基
準

か
ら
平
成
32
年
度
燃
費
基
準
に
移
行
し
ま
す
。

平
成
27
年
度
燃
費
基
準
で
以
下
の
要
件
を
満
た

す
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
税
率
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

①
平
成
27
年
度
燃
費
基
準
+
5
％
以
上

②
平
成
17
年
排
ガ
ス
規
制
適
合

③
平
成
17
年
排
ガ
ス
基
準
△
75
％
以
上

概
要
は
表
6
の
と
お
り
で
す
。

本
改
正
に
よ
り
エ
コ
カ
ー
減
税
の
対
象
外
と
な

る
平
成
27
年
度
燃
費
基
準
達
成
車
に
つ
い
て
は
、

平
成
29
年
4
月
末
日
ま
で
に
新
車
新
規
登
録
等
を

行
っ
た
場
合
に
限
り
、
重
量
税
の
税
率
を
改
正
後

の
高
い
税
率
で
は
な
く
本
則
税
率
と
す
る
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
毎
年
4
月
に
自
動
車
の
所
有
者
に
課
さ

れ
る
自
動
車
税
（
道
府
県
税
）
に
つ
い
て
の
改
正

は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
軽
自
動
車
税

平
成
27
年
4
月
以
後
、
新
車
登
録
し
た
軽
自
動

車
か
ら
軽
自
動
車
税
（
市
町
村
税
）
の
税
率
が
引

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
平
成
28
年
3
月
末
ま
で

に
取
得
し
た
軽
自
動
車
で
一
定
の
要
件
を
満
た
し

環
境
性
能
が
優
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
平
成
28
年

度
分
の
軽
自
動
車
税
が
軽
減
さ
れ
る
グ
リ
ー
ン
化

特
例
が
導
入
さ
れ
ま
す
。　

５
．
そ
の
他
税
制
改
正

●
消
費
税
の
引
き
上
げ

消
費
税
の
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
平
成
27
年
10

月
1
日
を
予
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
4

月
1
日
に
1
年
6
ヶ
月
延
期
さ
れ
ま
す
。
今
回
の

延
期
で
は
、
平
成
24
年
税
制
改
正
の
際
に
付
さ
れ

て
い
た
、
経
済
状
況
等
に
よ
り
税
率
引
き
上
げ
を

見
極
め
る「
景
気
判
断
条
項
」は
削
除
さ
れ
ま
し
た
。
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表3　ふるさと納税のしくみ

表4　結婚・子育て資金、教育資金の一括贈与に係る非課税措置の概要

表5　住宅取得資金の贈与に係る非課税限度額

寄付先
の自治体 税務署納税者 住所地の

の自治体
寄付

特典等のある
自治体もある

寄付金の謝礼が過剰にならないよう国から自治体に通知

確定申告

住民税の軽減

確定申告が不要な給与所得者等の場合は確定申告不要制度も選択できる※

2,000円
所得税の控除額

（寄付額－2,000円）
×所得税率（限界税率）

住民税の基本控除額
（寄付額－2,000円）
×住民税率（10％）

住民税の特例控除額 超過分※

限度額を住民税所得割額の１割から２割に引き上げ

寄付金額
税額控除額

結婚・子育て資金の一括贈与 教育資金の一括贈与

資金使途 婚礼・披露宴費用、引越・住居に要する費用、
妊娠・出産費用、子供の医療費・保育費など

受験料、入学金、授業料、保育料、学用品代、
施設設備費、定期券代、留学渡航費用、学習塾・
スポーツ教室・お稽古事の月謝など

贈与者 父母や祖父母（直系尊属）
受贈者 20歳以上50歳未満の子や孫（直系卑属） 30歳未満の子や孫（直系卑属）

限度額 受贈者1名につき1,000万円
（結婚費用は300万円限度）

受贈者1名につき1,500万円
（学習塾など学校以外は500万円限度）

贈与方法 信託銀行・銀行等の金融機関に金銭等を信託する
払い出し方法 資金使途を証明する領収証等を金融機関に提出
年齢満了時点 50歳時点で残額に贈与税を課税 30歳時点で残額に贈与税を課税

贈与者死亡時 残額は相続税課税の対象
（2割加算はしない） 非課税

適用期限 平成31年3月31日までの贈与

契約年 適用消費税率 質の高い住宅※1 左記以外の
住宅（一般）

平成27年 ─ 1,500万円 1,000万円
平成28年1～9月 ─ 1,200万円 700万円
平成28年10月
～平成29年9月

10％ 3,000万円 2,500万円
上記以外※2 1,200万円 700万円

平成29年10月
～平成30年9月

10％ 1,500万円 1,000万円
上記以外※2 1,000万円 500万円

平成30年10月
～平成31年6月

10％ 1,200万円 700万円
上記以外※2 800万円 300万円

※1 下記のいずれかの性能を満たす住宅
 ①省エネルギー性が高い　②耐震性が高い　③バリアフリー性が高い
※2 消費税率8％適用のほか個人間売買による中古住宅取得で消費税が適用され

ない場合
※3 適用対象となる住宅用家屋の床面積は240㎡以下
※4 東日本大震災被災者の特例

・平成28年10月〜平成29年9月に契約し、適用消費税率10％の場合
　質の高い住宅　3,000万円　左記以外の住宅（一般）　2,500万円

・その他の場合
　質の高い住宅　1,500万円　左記以外の住宅（一般）　1,000万円

・床面積の上限※3は適用されない

表6　自動車重量税・自動車取得税に係る改正の概要
〇乗用車（新車）の場合

初回車検の
自動車重量税※1

新車の
自動車取得税※2

電気自動車等 免税※4 非課税
H32燃費基準※3

＋20％達成 免税※4 非課税

H32燃費基準※3

＋10％達成 75％軽減 80％軽減

H32燃費基準※3

達成 50％軽減 60％軽減

H27燃費基準
＋10％達成

25％軽減
40％軽減

H27燃費基準
＋5％達成 20％軽減

※1 自動車重量税は車検などの際に車検証の交付等を受ける者
に課される国税

※2 自動車取得税は自動車の新規登録・移転登録の際に課され
る都道府県税で、 消費税率が10％に引き上げられる時（平
成29年4月）に廃止される

※3 H32燃費基準では、H27年燃費基準に比較しガソリン車で
平均約20％の燃費向上が求められている

※4 初回車検時に自動車重量税が免税の場合は2回目も免税

※寄付先の自治体と住所地の自治体間で情報
連絡することにより住民税から税額控除

※税額控除等を超えて
　寄付をした部分
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消
費
税
の
引
き
上
げ
に
併
せ
て
、
軽
減
税
率
制

度
の
対
象
品
目
・
区
分
経
理
・
安
定
財
源
等
に
つ

い
て
具
体
的
な
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入

平
成
28
年
1
月
か
ら
、
社
会
保
障
、
税
、
災
害

対
策
の
行
政
手
続
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
法
律
や
自
治
体
の
条
例

で
定
め
ら
れ
た
行
政
手
続
で
し
か
使
用
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

所
得
税
法
及
び
租
税
特
別
措
置
法
等
の
規
定
に

よ
る
本
人
確
認
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入

す
る
こ
と
に
よ
り
住
民
票
の
提
出
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
N
I
S
A
の
口

座
開
設
等
）

●
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
の
適
用
範
囲
拡
大

確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、
老
後
資
金
を
準
備
す

る
た
め
の
税
制
上
で
有
利
な
制
度
で
す
。
期
間
中

の
運
用
益
は
何
度
売
り
買
い
し
て
も
非
課
税
で
す
。

ま
た
、
拠
出
金
は
所
得
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

つ
ま
り
自
分
の
老
後
の
た
め
に
積
み
立
て
る
と
、
現

在
の
所
得
税
・
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

現
在
、
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
は
、
自
営

業
者
や
企
業
年
金
の
な
い
会
社
の
社
員
だ
け
し
か

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
確
定

拠
出
年
金
法
等
が
改
正
さ
れ
、
公
務
員
や
専
業
主

婦
も
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
制
度
を
利
用
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
公
務
員
は
年
間
14
万
4
千
円
、

専
業
主
婦
等
第
3
号
被
保
険
者
は
27
万
6
千
円
が

拠
出
金
の
上
限
と
な
る
予
定
で
す
。

●
固
定
資
産
税
に
お
け
る
空
き
家
等
の
敷
地
の
特

例
措
置
の
除
外

一※

定
の
空
き
家
等
の
敷
地
に
つ
い
て
、
固
定
資

産
税
の
住
宅
用
地
に
係
わ
る
特
例
措
置
か
ら
除
外

さ
れ
、
本
則
の
固
定
資
産
税
（
1
・
4
％
）、
都

市
計
画
税
（
0
・
3
％
）
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

※
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
倒
壊
等
著
し
く
保
安

上
危
険
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
空
き
家
、
著
し

く
衛
生
上
有
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
空
き
家
、

適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
著

し
く
景
観
を
損
な
っ
て
い
る
空
き
家
な
ど
。

●
不
動
産
取
得
税
・
登
録
免
許
税
の
税
率
軽
減
措

置
の
延
長

①
不
動
産
取
得
税

住
宅
・
土
地
の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の

課
税
標
準
の
特
例
措
置
3
％
（
本
則
4
％
）
お
よ

び
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税

の
課
税
標
準
を
価
格
の
1
／
2
と
す
る
特
例
措
置

が
平
成
30
年
3
月
末
ま
で
3
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

②
登
録
免
許
税

住
宅
用
家
屋
の
所
有
権
の
保
存
・
移
転
登
記
、

住
宅
取
得
資
金
の
貸
し
付
け
等
に
係
る
抵
当
権
の

設
定
登
記
、
土
地
の
売
買
に
よ
る
所
有
権
の
移
転

登
記
等
の
登
録
免
許
税
の
税
率
軽
減
措
置
が
平
成

29
年
3
月
末
ま
で
2
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。


